
「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会」への意見  

平成19年11月13日  

相  澤  仁  

設置の趣旨  

・児童の社会的養護の拡充に向けた具体的施策を検討するため、社会保障審議会児童部会に「社会的養護専門委員会」を設置する  

・構想検討会を立ち上げて、今後目指すべき社会的養護体制のあり方と、またそれを実現するための具体的方策について検討し、「中間と   

りまとめ」をいただいた。その委員全員に引き続き専門委員会に加わっていただき、継続的な議論をしてもらうための体制になっている。  

t「中間とりまとめ」も1つの材料として踏まえ、本専門委員会ではさらに具体的な施策についての議論をいただく。  

（第1回委員会議事録参考）  

本専門委員会の基本的な方向性  

「中間とりまとめ」を踏まえた児童の社会的養護の拡充に向けたさらなる具体的施策の検討  

1．児童自立支援施設に関連した具体的施策について  

児童自立支援施設における充実・強化すべき主な課題  （1）  

「児童自立支援施設のあり方に関する研究会報告書」で指摘されている主な課題  

① 自立支援機能の充実・靴：被虐待経験や発達障害等を有する特別なケアを要する子どもの支援・援助機能や自らの行った  

非行行為と向き合う取組などの強化  

② 学校教育実施の推進：約半数の実施に止まっている。教育権の保障は極めて重要であり、全施設において学校教育を実施す  

べく国においても積極的に促進を図ることが必要。  

③ 施設運営体制の充実強化（小舎夫婦制の維持・充実髄実・強化など）：国は、幅広い人材を対象と   

ア  



した養成や小舎夫婦制における参考事例のとりまとめなどにより、小舎夫婦制の人材確保や職員の養成を、強化していくこと   

が必要。国は、将来的に、非行少年等に対する養育を行ってきた専門里親を職業化して、（職員として）寮舎を受け持つ形態   

での寮運営の仕組みを検討することが必要。そのために、モデル的な取組を実施していくことが必要。国は、交替制へ移行す   

る場合にも子どもへの適正な支援が確保されるよう、参考事例を収集し提供することが必要。また、交替制における施設職   

員の専門性の確保や資質の向上を図るため、交替制施設における子どもへの支援、とりわけ職員間の連携・協働のあり方につ   

いて参考事例を収集し、提供することが必要。  

④ 醐連携強化：児童相談所、学掛・市町村等地域、児童福祉施設・少年院、家庭裁判所、警察などの関係機関と   

の連携を強化することが重要。  

イ 改正少年法に関連した課題   

① 墜塵蜘 

置が受けられるような体制整備・拡充を図ること。  （付帯決議より）   

② 委託一時保護体制の頗化：重大事件を起こした触法少年の一時保護への協力  （10・26総務課長通知より）  

ウ 「中間とりまとめ」での指摘  

① 艶酬塵重‥児童自立支援施設については、被虐待経験や発達障害がある子ども等の特性に応じた  

教育的・治療的な支援を行うため、職員の専門性を高めることや、その支援方法の研究・確立を行うことが必要である。   

② 関係機関との連携強化：少年院等との交流研修等の推進により、関係機関との連携を進める必要がある。  

充実・強化すべき主な課題に対する具体的施策  （2）  

自立支援機能の充実・強化  

支援プログラムや支援方法の確立等のための調査研究  

ア  

斗  

② 墜星壁塵旦墓室  

③ 個別支援ができる個別寮や個別対応重などの設置のため卿  
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イ 学校教育実施の推進   

① 施設職員を教員として有効活用   

全国の児童自立支援施設における実施状況は、報告書で示されているように約半数の実施に止まっている。導入を妨げて  

いる大きな原因の1つが地方公共団体（市町村）における教員（人件費）の確保である。   

それを解決するためには施設の学習指導担当職員を教育委員会から非常勤講師として委嘱を受けて学校教育を行うことが  

可能になれば教員の確保がしやすくなる。平成13年6月の「児童自立支援施設に入所中の児童に対する学校教育の実施に  

ついて」の通知により、国家公務員における兼職は可能である。したがって、現在、国立児童自立支援施設においては、教  

員資格を有している教官が教育委員会より非常勤講師の委嘱を受けて学校数育を行っている。   

地方公務員の場合においても、「同一地方公共団体内の兼職である限り、一般職相互間、一般職と特別職との問のいずれの  

兼職であっても、また、同一の任命権者の下の職の兼職であっても、異なる任命権者の下の兼職であっても、本条の許可お  

よび職務専念義務の免除は不要というべきである。」との解釈に基づき、兼職は可能である。したがって、指定都市などの同  

一の地方公共団体内であれば、施設の学習指導担当職員が学校の非常勤講師になることは可能である。   

では、都道府県と市町村という異なった地方公共団体間での兼職は不可能なのであろうか。国と地方公共団体及び同一の  

地方公共団体での兼職が可能であれば、異なった地方公共団体間での兼職であっても身分は同じ地方公務員であり、可能と  

の解釈は成り立つのではないのか。厚生労働省は、異なった地方公共団体間であっても、施設の学習指導担当職員を教育委  

員会から非常勤講師として委嘱を受けて学校教育を行うことが可能になるように、文部科学省と協議してもらいたい。（私見）  

② 子どもに応じた個別のプログラム・教育計画に基づく個別支援の充実  

ウ 施設機能の拡充   

① 児童家庭支援センター設置などによる相談機能の拡充  

児童自立支援施設が、児童家庭支援センターを附置するなどにより、これまで蓄積してきた非行相談等の知見や経験を生か  

し、地域の子どもの非行や生活について相談援助を実施し、社会的な要請に応えていくことは、社会の信頼を高めていくこ  
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とにもなり実施への期待は大きい。（報告書）  

② アフターケアなどとしての適所機能の拡充  

今後、通所支援機能の充実を図っていくためには、例えば退所直後の子どもを家庭から一定期間施設に通所させて、家族調  

整などを行いながら円滑な社会生活への移行を図るような取組などをモデル的に実施していくことも必要である（報告書）  

工 職員の人事システムについて   

① 人事システムについての指針の策定   

児童自立支援専門員等の人事については、「寮舎の安定的な運営を図るためには10年程度の経験が必要である」と言わ  

れており、また、職員の専門性を確保する観点からも、地方公共団体は、経験の蓄積により、より専門的で効果のある支援が  

図られるよう在任期間について考慮するとともに、児童福祉関係経験者又は児童自立支援事業に熟意のある者の配置などに配  

慮をすることが必要である。児童自立支援施設が、いかにその力を発揮できるかは職員の資質にかかわっているのであり、児  

童自立支援施設に相応しい人材をいかに獲得し、養成していくかは極めて重要な問題である。地方公共団体は、このことを十  

分認識して、児童自立支援施設の体制づくりと運営に当たらなければならない。また、国においても地方公共団体に対して、  

指針を示す等により必要な助言・指導を行うことが必要である。（報告書）   

職員が長く勤められるよう環境の整備を図るとともに、児童福祉分野だけではなく、他の社会福祉に関する分野も経験でき  

るようにする等のエ夫も検討する必要がある。（中間とりまとめ）  

オ 小舎夫婦制の維持・充実・強化及び交替制寮舎の充実・強化   

① 夫婦制一交替制における参考事例の収集一提供   

② 小舎夫婦制の維持・充実のための夫婦を対象にした養成   

③ 専門里親のプロ化  
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エ 関係機関等との連携強化   

① 卿塵塵塵盤  

オ 医療的ケアl坤発   
① 三豊を鎚里診療拠点塵塵遡塵進進婁墓」旦旦重度既算要求）による医療的ケアの強化  

2．社会的養護全体に関連した具体的施策について（提案されていない事項を中心にして）  

（1）匪車重垂重要  

ア 里親制度の広報啓発   ① TV（嘲旦   
② 里親推進月間におけるキャンペーンの実施   

退職直後の世代をターゲットとしたPR、ファミリーサポート事業の登録会員や福祉施設職員退職者等の児童福祉分野に  

関わっている者への啓発、福祉分野を学ぶ学生や福祉関連の資格取得を目指す者への里親に関する教育等により里親制度の  

普及啓発活動を国民運動として進める。（中間とりまとめ）  

イ 施設におけるケア単位の小規模化の推進  

① 星擾を勢至辿選置  

② 坐埋捜塾詮旦設置二塁豊の弾力化（幽重量護塵塁などを異種施設でも設置・運営を可能にする）   

このような種類や運営面の拡充によって、乳児院においても、小規模養護（児童ホーム）、小規模母子（母子ホーム）、小  

規模情短（心理療育ホーム）の設置運営が可能となれば、現在、精神的・情緒的な問題をもった乳幼児を対象にした情緒障  

害児短期治療施設は全国でも数少なくそのニーズに対応できていないが、小規模情短の設置運営することによって、精神的・  
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情緒的な問題をもった乳幼児についてもケア・支援が可能になる。また、乳児院に入所している乳幼児の保護者の中には養  

育スキルが不足している者や精神的な問題を抱えている者が存在し、母子ともにケア■支援をすることが効果的なケースも  

ある。こうしたケースに対して、乳児院で母子ホームが設置・運営されていれば適切な対応が可能になる。  

このように各施設がそれぞれの特色を持った小規模施設を設置・運営できるようになることは、個々のケースの多様なニ  

ーズに対して対応が可能になり、子どもへのケアの連続性の確保や子どもの発達の道すじに応じたケア・支援の確保に結び  

つくものであり、子どもの健全な発達のための最善の利益を確保するための対策の1つとなる。  

また、このような多種の小規模施設を設置・運営できるようになれば、法人・施設に対してインセンティブを与えること  

になり、子どもの権利擁護を念頭に据えて運営している意欲のある法人・施設は多種のホームの設置・運営に乗り出し、施  

設の機能強化・拡充が図られる。この機能拡充が進めば、やがては、例えば乳児院と児童養護施設とが統合されるなど、現  

在ある施設種別が再編成されていくことにつながると推察できる。（資料2 参照）（私見）   

③ 本体施設からバックアップするためのスパーーバイズ機能などの専門的機能の強イヒ（基幹的職員の配置など）  

小規模化することによって、子どもに対する個別的な対応が可能となり、個々の子どもが抱えている課題を把握しやすく  

なる一方、密な人間関係の中で子どもの自己表現が顕著になる。これらの子どものニーズに的確に対応できる職員の専門性  

の確保や職員をスーパーバイズするための仕組みが必要である。（中間とりまとめ）  

施設機能の見直し  （2）   

ア 施設における夜間体制の強化   

① 里親や学生ボランティアなどの積極的活用   

施設における夜間の職員配置は薄く、子どものニーズに応えていない状況にある。家庭生活であれば夜は一家団欒の時  

間であり、情緒を安定させるなど心が癒される時間であり、子どもが職員とのふれあいを一層求めている時間帯である。す  

なわち支援の効果が期待できる時間帯である。したがって夜間における職員配置の拡充などによリケア・支援体制の充実・  
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強化が必要不可欠である。この点についてはケア・支援の効果をあげるためにも是非とも職員体制の改善を図るべきである。   

現状を少しずつでも改善していくために、職員以外でも里親や学生ボランティアの活用を図り、夕方から夜の時間帯にお  

ける支援を補助してもらうようなシステムの導入について検討したらどうか。   

現在、どの施設でも大学からの実習生の受け入れ、実習指導を行っている。年間を通して、この実習生を2週間程度受け  

入れ指導していく施設側の負担は大きい。その割には学生に対する効果をあげているとは思えない。そうであるとすれば、  

例えば、継続的に学習ボランティアとして子どもの学習を支援してもらい、それをもって実習単位とするようなしくみはで  

きないだろうか。制度化されれば、子ども・施設側、学生・大学側双方にとってメリットがあり、施設側としても受け入れ  

るための選択肢が増え、受け入れやすくなるのではないのか。（当然受け入れられない場合があることも承知している）また、  

その学生が退所後も継続的に学習ボランティアとして関与してもらうことが可能であれば、子どもの家庭復帰後のアフター  

フォローにもなろう。   

このように、実習単位の修得などのインセンティブを与え、子どもの支援に学生ボランティアを積極的に活用していく方  

法もあるのではないのか。学生ボランティアを積極的に活用していくことが、ひいては、社会的養護を担っていく人材の養  

成につながるのではないのか。   

里親の場合も同様に、児童を受託することはできないが社会的貢献をしたい里親（団塊の世代などを里親登録し活用する）  

がいるので、幼児の就寝時の添い寝や絵本の読み聞かせなどの補助的なケア・支援であれば可能であり、活用を図るべきで  

ある。そのためにもモデル的に実施し検討したらどうか。夜間に生徒間での問題が発生している今の施設の現状を踏まえる  

と、夜間の支援体制の充実・強化は最も重要な課題の1つである。（私見）  

イ 治療的ケアが必要な幼児に対応できる体制整備   

① 坤域小規模情緒障害児短期治療施設のモデル実施   

情緒障害児短期治療施設については、心理療法やグループ療法等の治療的なケアを必要とする子どもを支援する施設とし  

て、高度な専門的支援を実施する。   

このため、入所機能だけではなく、通所・外来機能の充実等を図り、その施設に入所する子どもに限らず、家庭や児童養  

護施設等の子どもを含めた治療的一専門的な支援を行うべきである。また、助好期掛ら居秦野君で、忍虜が必要を子ど古の  
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ケア仁．布石できる併厨とすべきである。「資料1を参照）（中間とりまとめ）  

社会的養護に関する関係機関等の役割分担と機能強化及び地域ネットワークの確立  （3）   

ア 児童相談所のアセスメント機能の強化   

① 子ども自立支援計画ガイドラインや子ども家庭総合評価票の有効活用   

厚生労働科学研究により、子ども家庭総合評価票が電子化され、有効活用するため本年度の児相長会言義で配布された。こ  

のような研究成果を活用して子どものアセスメント及び自立支援計画策定を実施していくことは、例えば入所時における子  

どもの状況と退所時における子どもの状況を評価することにより子どもの変化について客観的に把握できることが可能にな  

り、そのデータを蓄積し分析・検討することによって計画の有効性や支援の効用などについて検証することができるように  

なる。（私見）  

イ 家庭支援機能の強化  

（D 心理治療的なデイケア事業の創設   

施設退所後の子ども・保護者に対するアフターフォローアップや心理的な問題を抱えている親子に対する在宅支援として、  

地域交流スペースなどを活用して、親子のニーズに応じて親子が自由に利用できる心理治療的なデイケアを行うような事業  

を創設することも有効ではないか。（私見）  

② 家族療法事業の拡充（親子短期支援事業（仮称）の創設）   

親子デイケアだけではなく、親子ショートステイ・トワイライトステイといった家庭支援・在宅支援事業を実施すること  

も有効と思われる。例えば、乳児院などの児童福祉施設に設置している親子訓練室等を活用して、軽度な虐待あるいは育児  

ノイローゼぎみの親と子どもとのショートステイによる、あるいは夜泣きに悩んでいる親子のトワイライトステイによるメ  
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ンタルケア、育児及び家事支援等を行う、といった親子短期支援事業（仮称）を創設したらどうか。あるいは家族療法事業  

を拡充することによって対応することも可能であろう。施設の蓄積したノウハウを提供することができる事業を創設し支援  

することが必要である。（私見）  

③ 家庭養育補完事業（仮称）の創設   

支援だけではなく、補完的機能を活用するような事業を展開することも必要ではないだろうか。具体的にいうと、身体的  

疾患や精神的な障害があり、毎日連続して養育ができない保護者など、その保護者の状況によって子どもを毎週数日間施設  

で預かるといった子育て家庭の養育を補完するような家庭養育補完事業（仮称）を創設することである。   

現在、子育て短期支援事業など利用契約により提供している施設機能は、支援機能だけである。次の段階として、補完機  

能を提供できる事業を創設して、利用契約の範囲を補完機能まで拡充したらどうか。（私見）  

ウ 関係機関等の連携による退所後のフォローアップ体制の強化   

① 主任児童委員の活用、拡充等による見守り支援・立ち直り支援の強化  

（退所後の支援）については、社会的養護の下にいる聞から、子どもが社会で自立して生活していけるよう、その社会性の  

獲得や自立に向けた支援を念頭において支援を行うことは当然である。これに加えて、社会的養護を必要とする子どもたち  

は、施設等を退所した後も、社会で自立していくに当たって、様々な課題を抱える可能性が高いことから、その就職や進学  

に当たり、また、就職や進学した後も、地域で関係機関等が連携を図りながらその支援を行う体制が必要である。（中間とり  

まとめ）   

施設退所後のアフターケアに？いて、施設は、学校、市町村、要保護児童対策地域協議会、児童委員・主任児童委員等の  

関係機関と連携■協働して実施していくことになる。しかしながら、施設はもちろんのこと、各関係機関とも人的資源が乏  

しく有効に機能していないのが現状である。例えば、市町村は、役割として、施設退所後の子どもの支援と見守り及び家族  

の問題の軽減化を担っている。しかしながら、実際にその子ども・家族の支援などを行う人的資源が乏しく、辛が届いてい  

ないのが実情である。したがって、アフターケアを行ってくれる人的資源の拡充を図る必要がある。具体的にいうと、市町  
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村・児童相談所との関係や職務内容から、主任児童委員であり、その役割を担ってもらえるまで拡充すべきである。平成1  

6年12月現在で、全国の委嘱を受けた主任児童委員数は20，777人である。将来的には2倍の4万人程贋まで主任児  

童委員を拡充し、地域のサポートシステムを確立するための一翼を担ってもらうことが必要である。（私見）  

自立援助ホームの見直し等自立支援策の拡充  （4）   

ア 年長児童の自立支援策の拡充   

① 親王訓練室など重畳塁上三遷所児童の受け入れ委行う塞家坦機範強化事業の創設（施設機能強化推進費事業に付加）   

施設を退所した子どもは、結婚・出産・育児等に関して自信を持つことができず、相談する相手がいない場合も多いこと  

から、このような際の相談先として、児童養護施設等がいわゆる「実家機能」の役割を果たす必要がある。（中間とりまとめ）  

人材確保のための仕組みの拡充  （5）   

ア 施設長・施設職員の要件の明確化  

① 塁星空塵但を盟型；入れた碓塾長二塵軸、は児童福祉司二盟童  

自立支援専門員と同等程度の要件）   

今日、施設に入所している子どもの中には発達上、資質上の問題を抱えている子どもや複雑な家族関係をもったケースな  

どが増加しており、それに対応できる専門性を持った職員を確保するためには、任用資格から国家資格にする必要がある。  

例えば、児童福祉司、児童指導員、児童自立支援専門員、児童生活支援員を統合して児童福祉師（仮称）という国家資格を  

創設することによって、医師の資格が治療の質を担保するのと同様に、ケア・支援の質の担保が可能になる。その際には更  

新制を導入して、虐待など不適切な対応をする不適格者を排除し常に専門性のある職員が確保できるようなシステムをつく  

ることが重要である。今すぐ制度化することは難しいとしても、この点を視野に入れ、勘案しつつタイミングを見計らいな  

10   



がら国家資格化していくべきである。この実現によって、児童福祉におけるソーシャルワークーケアワークの専門家を確保  

することができるようになる。将来的には、公的施設や機関における人事的な措置が難しくなる反面、民間からの派遣職員  

の活用などが可能になる。（私見）  

措置された子どもの権利擁護の強化とケアの質の確保のための方策   （6）  

ア   措置された子どもの権利擁護を図るための体制整備  

① 第三者による児童に対する定期的かつ必要に応じたアンケート調査などの意見表明の機会の確保（施設内虐待の発生予防）   

子どもの権利擁護を推進するために、国立児童自立支援施設では、主管課の参加・立会いのもとに、年2回、子どもに対  

して権利擁護に関するアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ支援の改善に努めている。具体的な支援内容などの改善  

に結びついており、これについてもー定の効果をあげている。このようなアンケ叫ト調査を行うようなシステムを確立する  

ことも、子どもの意見表明の機会を確保するとともに、施設での不適切な養育を予防し権利擁護を推進する上で有効ではな  

いだろうか。（私見）  

イ 施設内虐待等に対する対応  

施設内虐待が起きた施設における子どもの保護t支援および施設の再建のあり方についての研究  

社会的養護体制の計画的な整備  （7）   

ア ケアの質の向上のための計画策定   

① 社会的養護関係団体及び各団体・施設に租ナるケア均質の向上のための行動計塑旦くり   

人材育成やケアの質の向上を図り、施設間の格差を縮めることは、個々の施設等の努力だけでは限界があることから、社  

会的養護を担う里親や児童福祉施設等に係る関係団体は、支援のための工夫やプログラムの情報交換や交流研修等により、  
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会員等に対する働きかけを強め、人材の育成やケアの質の向上に積極的に取り組むべきである。（中間とりまとめ）   

今の社会的養護の現状を考えれば、社会的養護体制を着実に充実強化していくために、社会的養護に属する各関係団体が  

協同して、次世代育成支援行動計画同様に、社会的養護に関する目指すべき具体的な目標を定めた行動計画を策定して、取  

り組んでいくことが必要である。   

現在、各団体が協同して取り組んでいる事業、研修、研究などはないに等しい。各団体が独自に取り組む方がいいものと、  

協同して取り組む方がいいものとがある。したがって、協同して取り組むべきものについては、中・長期行動計画を策定し  

て、実施すれば自ずと成果はあがると思われる。（私見）  
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これからの要保護児童に対する主なケア・支援機関（案）  

幼児   少年   少年  青年  

（1～6才）   （7～11才）   （12～20才）  （20才   以上）   

・養育里親   ・養育里親   t養育里親   ・養育里親  艮引列措   ＿置】  

・適切な養育  ・乳児院上乳幼児塑ニムノ）  t里親里ク」kニプホニ左  ・里親聖地  ・里親型クニ姓二±芝躯ニム    二養責塁   ！親  

・母子生活支援施設（小  ・乳児院上呈ヒ姐盟也〉  ・児童養護施設（小規模  ・児童養護施設（小規模    二白立j羞   ’」軌ホニム  

規模分国型）   ・児童養護施設（小規模  養護）   養護）  

養護）   ・母子生活支援施設（小  ・自立援助ホーム  

・母子生活支援施設（小  ・母子生活支援施設（小  

規模分園型）   規模分国型）   

・専門里親   ・専門里親   ・専門里親   ・児童養護施設（地域／j   ＼  上盤」瓢撞   量産ユ  

・適切な養育  ・フロ里縄   ・芝旦里親   ■児童養護施設（小規模  規模）  二義一責＿里   親   

・心理的ケア   ・乳児院適し幼盟奉二室ノ  ■乳児院1睾し幼児杢二皐）  t自立援助ホーム  二自一重眉   墓助ヰニム   

・児童養護施設（小規模  

養護）   

t適切な養育   －ブロ里願   ■プロ里親   ・情緒障害児短期治療  ・情緒障害児短期治療  

リレ理治療  ・心理療養ホニム   二心埋療育ホニヰ   施設L心理療育杢二足  

・行動に関する治療  ・児童自立支援施設   ・児童自立支援施設  

■行動に関する治療  

・要医療（精神科）   

※1：主なケア機関について整理したもの（障害に対するケアについては、本表には含まれていない）   
2：この表は「社会的養護のあり方に関する専門委員会」の提出資料に手を入れたもの  
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これからの社会的養護体制（案）  
＝ 各児童福祉施設を基幹施設（センター）とし、多機能をもつ ＝  

自
 
 
 

立
・
家
 
 
 

≡は、保健・医療・教育機関などの支援・連携  音字は新たに事業化・制度化あるいは充実・強化する内容   

※ この図は「社会的養護のあり方に関する専門委員会」報告書の「これからの社会的養護のあり方（案）」に手を入れたもの  
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